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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の工程１および工程２によって製造される米糖化液を含有することを特徴とする抗
菌剤。
　（工程１） 生米に２～２０倍容の水を加え、これを１～６０分間、温度１１５～１３
０℃、圧力０.０７～０.１８ＭＰａに加熱・加圧して高温高圧処理を行い、次いでホモジ
ナイザーにより混合した後、４０～５５℃に冷却する処理を行い、
　（工程２） 工程１で得られた処理物にアミラーゼおよびプロテアーゼを添加して１０
～１２０分間酵素反応をさせた後、９５℃以上に加熱して前記酵素を失活させる。
【請求項２】
　二酸化炭素依存性または二酸化炭素存在下で発育が促進される病原菌に対する請求項１
記載の抗菌剤。
【請求項３】
　病原菌がヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）、肺炎球菌（Streptococcus
pneumoniae）またはカンピロバクター・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）である請求
項２記載の抗菌剤。
【請求項４】
　生米が発芽玄米の生米である請求項１～３のいずれか１項に記載の抗菌剤。
【請求項５】
　下記の工程１および工程２を含むことを特徴とする米糖化液含有抗菌剤の製造方法。
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　（工程１） 生米に２～２０倍容の水を加え、これを１～６０分間、温度１１５～１３
０℃、圧力０.０７～０.１８ＭＰａに加熱・加圧して高温高圧処理を行い、次いでホモジ
ナイザーにより混合した後、４０～５５℃に冷却する処理を行う工程。
　（工程２） 工程１で得られた処理物にアミラーゼおよびプロテアーゼを添加して１０
～１２０分間酵素反応をさせた後、９５℃以上に加熱して前記酵素を失活させて、米糖化
液を得る工程。
【請求項６】
　工程１の高温高圧処理が、管状式熱交換機を使用して行う、請求項５記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）、肺炎球菌（Streptococc
us pneumoniae）およびカンピロバクター・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）等の二
酸化炭素依存性あるいは二酸化炭素存在下で発育促進されることを特徴とする病原菌（以
下「二酸化炭素依存性病原菌」と略することがある）に対する抗菌作用を有するとともに
、栄養価が高く美味である米糖化液に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日では、ピロリ菌（Helicobacter pylori）感染症は胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因と
して広く認知されており、急性胃炎から活動性慢性胃炎を惹発するものと考えられている
。
【０００３】
　事実、胃潰瘍患者の７７％、十二指腸潰瘍患者では１００％近くからピロリ菌が検出さ
れることが示されている。また除菌効果に関するデータも蓄積され、化学療法による除菌
により７０％程度の人の潰瘍が予防できることが示されている。さらに長期感染により胃
がんや悪性リンパ腫との関連性までも指摘されている。ピロリ菌の除菌療法としては、一
般的に抗生物質の長期間投与、抗生物質と胃酸分泌抑制剤の併用療法が行われている。
【０００４】
　肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）は、人の重篤な大葉性肺炎の起因菌種として知
られている。日本人の三大死因（癌、心臓病、脳卒中）に次ぐ第四番目の死因が肺炎であ
る。この肺炎の大多数が肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）に起因している。同菌も
大気中でも発育可能であるが、二酸化炭素濃度が３～１０％程度の微好気性環境で発育が
促進（増強）されることが知られている。
【０００５】
　カンピロバクター・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）は、食中毒の原因病原体で、
汚染食品の摂食により「感染型食中毒」を引き起こし、下痢、腹痛、頭痛、嘔気を示す。
食中毒の原因としての重要度は極めて高い菌である。本菌種は大気中では全く発育不能で
、二酸化炭素濃度が５～１０％程度の微好気環境下でのみ発育可能であるという特徴を有
している。
【０００６】
　抗生物質の長期間投与は、副作用や耐性菌の発現増加などの多くの課題が残されており
、また、一般消費者の医薬品や食品に対する安全性に関心が高まっている。こうした状況
の下で、安全で副作用が無く、摂取し易く、しかも入手が容易である天然物由来の抗菌性
物質が強く求められている。
【０００７】
　日本人が古来より食し、食生活の中心に位置する米についても新たな観点で研究が進め
られている。米糖化液は、米すなわち精白米や玄米などの主要成分である澱粉を微生物あ
るいは酵素（α－アミラーゼ、β－アミラーゼ、グルコアミラーゼ等の複合酵素）処理に
よる糖化・液化を行って得られるものである。そのほとんどがアルコール発酵による清酒
の原材料として使用されるが、アルコール発酵に使われる前の米糖化液自体には多くの栄
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養成分（糖類、タンパク質、ミネラル成分、ビタミン類、ギャバ等）や食味成分（アミノ
酸など）が含まれている。米は長年にわたり食されてきた安全面での実績や安心感の大き
なことと相まって、栄養分に富み風味にすぐれた米糖化液は、飲料製品或いは甘味料等の
食品素材などへの応用が進んでいる。
【０００８】
　そうした中で、米または発芽米の加水物を酵素分解した糖化液を含有するヘリコバクタ
ー・ピロリ（Helicobacter pylori）除菌剤が提案されている。当該発明では、抗菌効果
を高めるために、得られた糖化液をさらに有機溶媒による抽出操作に付して余分な成分を
除去しており、抽出前の糖化液に完全な殺菌効果は示されていない（特許文献１）。
【特許文献１】特開平８－１１９８７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）をはじめとする二
酸化炭素依存性病原菌に対して高い抗菌作用を有するとともに、日常的に人体内に摂取し
ても安全で副作用等の問題が無く、しかも栄養価が高く、美味である抗菌性米糖化液を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、精白米、玄米および発芽玄米の米糖化液の各種病原性細菌への抗菌作用
について検討を重ねた結果、意外にも精白米や玄米を特定の条件で高温高圧処理し、酵素
反応によって糖化させて得られる米糖化液にヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pyl
ori）、肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）およびカンピロバクター・ジェジュニ（C
ampylobacter jejuni）のような二酸化炭素依存性病原菌に対して高い抗菌作用示すこと
、且つ栄養価が高く美味であることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明は、下記の工程１および工程２によって製造されることを特徴とする
抗菌作用を有する米糖化液である。
　（工程１） 生米に２～２０倍容の水を加え、これを１～６０分間、温度１００～１９
０℃、圧力０.０１～０.８ＭＰａに加熱・加圧して高温高圧処理を行い、次いでホモジナ
イザーにより混合した後、４０～５５℃に冷却する処理を行い、
  （工程２） 工程１で得られた処理物にアミラーゼおよびプロテアーゼを添加して１０
～１２０分間酵素反応をさせた後、９５℃以上に加熱して前記酵素を失活させる。
【００１２】
　また、本発明は、二酸化炭素依存性または二酸化炭素存在下で発育が促進される病原菌
に対し抗菌作用を有する上記の米糖化液であり、さらに病原菌がヘリコバクター・ピロリ
（Helicobacter pylori）、肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）またはカンピロバク
ター・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）であることを特徴とする。
【００１３】
　さらに本発明は、生米が、玄米の生米であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の米糖化液は、ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）、肺炎球菌（S
treptococcus pneumoniae）およびカンピロバクター・ジェジュニ（Campylobacter jejun
i）などの二酸化炭素依存性病原菌に対して高い抗菌作用を有する。
【００１５】
　また、本発明の米糖化液は、古来より食用に供される米を原材料とするものであり、日
常的に人体内に摂取しても安全で副作用等の問題が無く、しかも栄養に富んで美味である
。
【００１６】
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　さらに、本発明の米糖化液は、原材料の入手が容易で製法面でも大量に製造が可能であ
り、従って安定的に供給でき経済性も高い。
【００１７】
　また、本発明の米糖化液は、それ自体で飲料として使うことができるが、さらに、甘味
を有する食品素材として例えば、ゼリー製品、菓子類、パン、麺類等などの各種食品に広
く適用可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
（１）米糖化液の原材料
　本発明で使用される米は、精白米、玄米および発芽玄米の生米であり、品種や産地（国
内外）を問わず広く使用できる。ここで生米とは、田から刈入れて脱穀を施した後の生の
ままの米、すなわち、炊く、炒るといった加熱処理を施していない米をいう。
　また、高温高圧処理に付する際の生米は、未加工の粒子状態であっても、細かい粒子に
破砕した状態であってもよい。
【００１９】
（２）米糖化液の製造方法
　製造方法は、生米に水を加えて高温高圧処理する工程１と、酵素によって糖化させる工
程２とからなる。
　１）工程１
　工程１では、生米に２～２０倍容の水を加え、これを１～６０分間、温度１００～１９
０℃、圧力０.０１～０.８ＭＰａに加熱・加圧して高温高圧処理を行い、次いでホモジナ
イザーにより混合した後、４０～５５℃に冷却する処理を行う。
　加熱時間が６０分間を超えると褐変ならびに風味の低下等の品質面への劣化が生じてく
る。また、温度が、１００℃未満では通常炊飯同様後の酵素処理による糖化の効率が好ま
しくなく、一方、１９０℃を超えると褐変、風味等品質面の劣化が問題となる。
　本発明では、高温高圧殺菌機を用いてバッチ式により１００～１９０℃に加熱すること
もできるが、高温高圧処理から冷却処理までの一連の操作を、管状式熱交換機を使用して
連続的に行なうことが、米糖化液をより短時間で効率的に製造できる点で好ましい。
【００２０】
　管状式熱交換機を使用した場合の処理条件は以下のとおりである。
　(ａ) 加熱時間は、好ましくは１２８℃で１～２分間である。
　(ｂ) 温度は、１１５～１３０℃が好ましい。
　(ｃ) 圧力は、０.０７～０.１８ＭＰａが好ましい。０.０７ＭＰａ未満では連続的に加
熱するには加熱不足となる。
【００２１】
　生米に加える水の量は、バッチ式により本発明を実施する場合は、米の２～８倍容が好
ましい。
【００２２】
　一方、熱交換機を用いて連続的に本発明を実施する場合は、生米に加える水の量は、米
の８～２０倍容が好ましく、特に好ましくは効率的な連続式では１０～１５倍容の加水量
である。水の量が８倍容より少ないと、米が熱交換機内をスムーズに移動せず、２０倍容
より多いと、米の糖化液が薄くなりすぎて効率的でない。
【００２３】
　２）工程２
　工程２では、上記工程１の処理を施し得られたものに酵素を添加して糖化のための反応
を生じさせる。酵素は、アミラーゼとプロテアーゼを併用する。アミラーゼやプロテアー
ゼは市販のものを適宜使用することもできる。
　酵素反応の時間は１０～１２０分間である。１０分間未満では糖度の上昇（液化）は見
られるが、澱粉の糖（低分子）への分解が不充分である。反応条件にもよるが、１２０分
を超えると糖化は完全に平衡状態に達し、微生物の発生しやすい温度帯を長時間保持する
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ことは品質、衛生上好ましくない。よって酵素反応は品質管理のもと必要最低限とするこ
とが好ましい。
　酵素反応後に、糖化液を９５℃以上に加熱して酵素を失活させる。
　アミラーゼは、グルコアミラーゼ、α－アミラーゼとし、プロテアーゼを含む、配合割
合が一定の複合酵素剤が好ましい。
【実施例】
【００２４】
〔実施例１〕（精白米の糖化液製造）
（１）使用した原材料等
　　生　米：精白米
　　管状式熱交換機：多管式第一種圧力容器（有限会社アトラスエンジニアリング製「型
式 BEM（JIS  B8249）」）
　　酵　素：「アミラーゼＮ－ＫＴ２」（協和化成株式会社製；グルコアミラーゼ、α－
アミラーゼおよびプロテアーゼ活性を有する複合酵素剤）
【００２５】
（２）処　理
　上記の生米に対し１０倍容の水を加えた後、上記管状式熱交換機を用い、温度１２８℃
、圧力０.１８MPaで３分間、連続的に高温高圧処理した後、熱交換機により５５℃に冷却
し、次いで、上記酵素を添加して酵素反応させた（２０分間）。
　その後、９５℃に加熱して酵素を失活させた。
【００２６】
〔実施例２〕（発芽玄米の糖化液製造）
　生米として発芽玄米（株式会社ファンケルが販売する「発芽玄米」）を使用する場合、
使用酵素として、上記酵素剤に加え、糠部の分解による歩留まり向上を目的として、「ス
ミチームＳＰＣ」（協和化成株式会社製；ペクチナーゼ、セルラーゼ活性等を有する）を
用いて実施例１と同様の条件で処理を行なって米糖化液を製造した。
【００２７】
〔実施例３〕（玄米の糖化液製造）
　生米として玄米を使用した以外は、実施例２と同様にして玄米の糖化液を製造した。
【００２８】
〔実験例１〕（ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）に対する抗菌性試験）
（１）評価に供した試料
　１）上記実施例１で製造された精白米糖化液、および２）上記実施例２で製造された発
芽玄米糖化液である。
　また、コントロールおよび比較試験として、３）実施例１の原料米を通常の温度・圧力
で炊飯した炊飯米と、４）左記炊飯米を酵素（前記アミラーゼＮ－ＫＴ２）で処理した糖
化液をそれぞれ用いた。
【００２９】
（２）試験に供した菌株
　ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）は、臨床材料分離菌Ｈ１４株（信州
大学医学部附属病院（長野県松本市））およびＡＴＣＣ４３５２６株を使用した。
【００３０】
（３）方法
　各試料の抗ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）効果は、下記のとおりタ
イム・キル・カーブ（殺菌効果曲線：Time-Kill-Curve）描写によるタイム・キル・アッ
セイ（Time-Kill-Assay）法を用いて解析を行った。
【００３１】
　（Ａ）タイム・キル・アッセイ（Time-Kill-Assay）法
　１）供試菌液は、２日間培養菌苔から減菌生理食塩水にて約１×１０8ＣＦＵ／mlに調
整した。滅菌生理食塩水により希釈系列を作成し、寒天平板培地上に接種後培養し、菌数
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の算出を行った。
【００３２】
　２）発芽玄米糖化液(高温高圧)、精白米糖化液(高温高圧)、炊飯後糖化処理、および炊
飯米の各試料液２.０mlに対して調整菌液０.１mlを添加、混和した。混和液は３７℃にて
振とう(１４０min-1)し、経時的(接触後３０,６０,１２０分)に寒天平板培地上に接種、
培養して、混和液中の菌の生育状態を比較検討した。なお、コントロールとして、滅菌生
理食塩水２.０mlについても同様に実施し、比較評価した。
【００３３】
（４）結果
　結果は図１（ＡＴＣＣ４３５２６株に対する抗菌性）および図２（Ｈ１４株に対する抗
菌性）のとおりである。
　炊飯米自体では、ほとんど抗菌作用は見られなかった。また、炊飯米の糖化液の場合、
抗菌効果は認められたものの、本発明による精白米・発芽玄米の高温高圧処理による米糖
化液では極めて高い抗菌作用が認められた。なお、図１および図２において、発芽玄米糖
化液（高温高圧）のグラフと精白米糖化液（高温高圧）のグラフは重複している。
　また、前記実施例２で製造された発芽玄米糖化液に混和したヘリコバクター・ピロリ（
Helicobacter pylori）の状態を、グラム染色を施した後に、光学顕微鏡で観察したとこ
ろ、菌体の凝集様所見が観察されるなど形態学的見地からも、抗菌効果をもたらすに充分
な変化を及ぼしていることが確認された。
【００３４】
〔実験例２〕（肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）に対する抗菌性試験）
（１）試料
　前記実施例２で得られた発芽玄米の糖化液を用い、抗菌効果を確認した。
 （２）試験に供した菌株
　肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）は、臨床材料分離株（信州大学医学部附属病院
（長野県松本市））を使用した。
【００３５】
 （３）試験方法
　抗菌効果（発育阻止作用）は、前記ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）
と同様に、タイム・キル・カーブ（殺菌効果曲線：Time-Kill-Curve）を描かせて評価す
るタイム・キル・アッセイ（Time-Kill-Assay）法により解析を行った。
 （４）結果および考察
　結果は図３のとおりである。
　発芽玄米糖化液原液（糖度２４）は、３０分後より生菌数の減少が見られ、その後も経
時的に生菌数の減少は認められ、６０～１２０分にかけて、生菌数が完全に死滅すること
も確認された。
【００３６】
〔実験例３〕（カンピロバクター・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）に対する抗菌性
試験）
　カンピロバクター・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）は、臨床材料分離株（信州大
学医学部附属病院（長野県松本市））を使用した。
　前記実施例２で得られた発芽玄米を用いた糖化液による抗菌作用に関する試験を行った
。
　結果は、経時的に生菌数の減少が認められ、ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter p
ylori）や肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）のような完全に死滅までは至らなかっ
たものの、１２０分後にはスタート時の７０～３５０分の１に生菌数が減少することが確
認された。
【００３７】
〔実験例４〕（米糖化液中の栄養分の測定）
　前記実施例１で得られた精白米の糖化液、実施例１と同様の処理を施して得られた玄米
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の糖化液、前記実施例１で得られた発芽玄米の糖化液について、それぞれ（全て糖度は２
４）に含まれる栄養成分およびミネラル成分分析を実施した。
　栄養成分およびミネラル成分分析結果を表１および２に示した。
　なお、分析方法は、水分は常圧加熱乾燥法、たんぱく質はケルダール法、脂質はソック
スレー抽出法、灰分は灰化法による。エネルギーおよび炭水化物は計算によって算出した
。また、ミネラル成分は原子吸光法による分析結果である。
【００３８】
【表１】

【００３９】
【表２】

【００４０】
　各米糖化液は、甘味としてだけでなく、米由来の栄養成分およびミネラル成分を高度に
保持していることが確認された。ミネラル成分ではカリウムおよびマグネシウムで、精白
米糖化液に比べ、玄米、発芽玄米糖化液で、高い値を示した。
【００４１】
〔実験例５〕（米糖化液の味覚試験）
　パネラー１４名にて、上記実験例４で使用した各々の米糖化液について官能評価を行っ
た。
　方法はアンケート形式により、点数（非常によい：２点、よい：１点、普通：０点、悪
い：－１点、非常に悪い：－２点）により色調、風味、食味の各項目の評価を行った。デ
ータを集計し平均点として表３に示した。
　色調では、精白米糖化液では、米の特徴である鮮やかな白色を示し、高い評価が得られ
た。玄米、発芽玄米糖化液では、褐色を有し、精白米に比べ、低い評価となった。
　風味、食味では、精白米糖化液では、米の風味等特徴が高度に保持されており、色調同
様に高い評価が得られた。このように食味を中心とした品質面でも、本発明法による糖化
液は、米の特徴を高度に保持した高品質なものになっている。
【００４２】
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【表３】

【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】各種試料のヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）Ｈ１４株に対する
抗菌性を示すグラフである。縦軸は菌のコロニー形成単位を、横軸は時間をそれぞれ表す
。
【図２】各種試料のヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）ＡＴＣＣ４３５２
６株に対する抗菌性を示すグラフである。縦軸は菌のコロニー形成単位を、横軸は時間を
それぞれ表す。
【図３】各種試料の肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）に対する抗菌性を示した図で
ある。縦軸は菌のコロニー形成単位を、横軸は時間をそれぞれ表す。

【図１】

【図２】

【図３】
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